
21年 8月 
２つの土地購入 

平成 21 年度税制改正で創設された「特定の長期保有土
地等の特別控除（1,000万円特別控除）」をどのように使い
こなすかが課題になっています。 
この特例は法人が平成21年1月から平成22年末までに
国内の土地等を購入し、その保有期間が5年超になった時
点以降に譲渡した場合、その年の土地等の譲渡益から
1,000万円を控除するという制度です（図1）。 
たとえば取得価額3,000万円の土地を5年超の保有期間
となった後、4,000万円で売却した場合、譲渡益から1,000
万円控除でき、譲渡益が0となる仕組みです。 
控除できるのは毎事業年度（毎年）1,000 万円まで。取
得後に条件を満たした土地を複数年にわたって売却する場
合は、その事業年度ごと（毎年）に1,000万円控除できま
す。譲渡益が1,000万円未満の場合は、その金額が限度と
なります。この制度は個人にも適用があります。適用にあ
たっては個人の場合、取得時期を証明する書類などを添付
して確定申告することが求められます。 
（図1） 
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ん。法人の場合には、合併・分割・出資・事後設立等に
よる取得も特例の本適用はできません。 
もっとも、たとえば土地を取得した際に特定の事業用
資産の買換え特例（法人の場合は特定の資産の買換えの
特例）を適用した場合は、本特例の適用が認められない
上記の特定の取得に当たらないため、本特例の適用が可
能です（図2）。 
また、平成 21 年度税制改正で創設された「先行取得
土地にかかる保有土地の将来譲渡益の課税繰り延べ特
例」の適用を受けた「先行取得土地等」自体の譲渡でも
本特例の適用が可能です。これにより、もともと含みの
ある土地の買換え等により課税を繰り延べてきた利益に
ついても、本特例の適用ができるため、将来的に売り切
りで資金を手元に残す期間限定的な土地活用のプランで 
この特例の活用が見込めることになります。 
（図2） 
 
 
 
 
 
 
 
③取得する相手にも規制がある 
なお、配偶者や一定の親族など特別の関係のある人・
同族法人等から土地等を取得した場合には、本特例の適
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の特例の適用対象となる土地等
する権利で借地権などを含みま
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譲渡時の注意点 
取得した土地を譲渡する際にも、この特例の適用を受
けるために、条件があります。同一年中に、仕込んだ土
地を複数売却するなどした場合には、特定の資産の買換
えの場合の課税の特例など一定の税制上の特例の適用を
一部でも受けると、本特例の適用ができなくなります 
これとは別に平成21年、22年に取得した土地等を複
数売却するなどする場合、同一年中に売却するひとつの
土地には本特例、別の土地にはそれ以外の特例を選択し
て適用することができる「交換により取得した資産の圧
縮額の損金算入」など所定の特例もあります。使い分け
の際には注意しましょう。 

 
 

万円 

、事業承継対策・相続対策・M&A・ISO取得支援・企業年金制度など様々な内容について、

をお受けしております。ご相談については、お取引の東日本銀行支店窓口または営業統括部

－3273－6221）にお問い合わせください。 


